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県民活動課 

     (交通安全対策室） 

 

雨
天
時
は
、
視
界
が
悪
く
な
り
、
道
路
も 

滑
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

周
囲
の
交
通
状
況
を
十
分
に
確
認
し
て
、 

い
つ
も
以
上
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

ド
ラ
イ
バ
ー
の
方
へ 

〇 

ス
ピ
ー
ド
は
控
え
め
に
、
車
間
距
離
は 

 

十
分
に
と
っ
て
く
だ
さ
い
。 

〇 

急
加
速
で
の
追
い
越
し
、
車
線
変
更
は 

 
 

 

や
め
ま
し
ょ
う
。 

〇 

早
め
の
ラ
イ
ト
点
灯
で
、
自
車
の
存
在 

 

 

を
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。 

歩
行
者
・
自
転
車
の
方
へ 

〇 

ド
ラ
イ
バ
ー
か
ら
目
立
つ
よ
う
、 

 

反
射
材
や
ラ
イ
ト
を
活
用
し
ま
し
ょ
う
。 

〇 

傘
を
さ
し
て
の
自
転
車
の
運
転
は
、 

 

禁
止
で
す
。
カ
ッ
パ
を
着
用
し
ま
し
ょ
う
。 

〇 

道
路
を
横
断
す
る
時
は
、
左
右
の
安
全 

 

を
十
分
確
認
し
ま
し
ょ
う
。 

 今回は，広島県内の市町別交通指導員数を平成１８年と平成２８年で比較してみま

した。 勤務形態や活動内容に差異があるので，一概に比較はできませんが，一部

の市町を除き，概ね横ばい又は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 
 

お
知
ら
せ 

 

10
月
４
日(

火)

県
庁
に
お
い

て
、
交
通
指
導
員
研
修
会
を

開
催
し
ま
す
。 

詳
細
は
各
市
町
担
当
部
署
を

通
し
て
御
案
内
し
ま
す
の
で
、

奮
っ
て
御
参
加
く
だ
さ
い
。 

 ～広島県市町別交通指導員数について～ 

2016.6 

第30号 

（単位：人） 

区 分 
市町職員の身分を有する者 民間団体 
Ｈ１８ Ｈ２８ 増減数 Ｈ１８ Ｈ２８ 増減数 

広島市 ９ １０ １ ５０５ ４６６ △３９ 
呉市 １  △１ １,８１７ ２,２１０ ３９３ 
竹原市 ６ ６ ０    
三原市 ２８ ２０ △８    
尾道市 ４ ３ △１ １１  △１１ 
福山市 ９１ ８８ △３ ５２ ５６ ４ 
府中市     ４ ４ 
三次市     ６４ ６４ 
庄原市    ４９ ３４ △１５ 
大竹市    ４３ ４２ △１ 
東広島市 ２０ ２８ ８    
廿日市市 ２１ ３ △１８    
安芸高田市    ８４ ８０ △４ 
江田島市       
府中町 １４ １５ １ ２０ ２０ ０ 
海田町    １５ ８ △７ 
熊野町    １２ １０ △２ 
坂町 １０ １２ ２    
安芸太田町       
北広島町       
大崎上島町       
世羅町 １０ ５ △５ １２  △１２ 
神石高原町       

合計 ２１４ １９０ △２４ ２,６２０ ２,９９４ ３７４ 
 
※県民活動課から各市町に照会し集計したもの（各年４月１日現在） 
※「民間団体」は各市町長，各市町交通対策協議会長等から委嘱・任命を行ってい 
る場合のみ計上 

※「増減数」の「△」はマイナスを表す 
 



☆
年
間
ス
ロ
ー
ガ
ン 

 

「
こ
ん
ば
ん
は 
早
め
の
ラ
イ
ト
で 

ご
あ
い
さ
つ
」 

☆
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ 

 
 

「
な
く
そ
う
交
通
死
亡
事
故
・
ア
ン
ダ
ー
９
０
」 

☆
運
動
の
重
点 

 

「
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止
」 

 
 

○
高
齢
者
に
対
し
て
、
思
い
や
り
の
あ
る
運
転
を
！ 

 
 

○
「
点
け
る 

 

広
島
県
」
ラ
イ
ト
点
灯
運
動
の
推
進 

 

「
飲
酒
運
転
の
根
絶
」 

 
 

○
飲
酒
運
転
を
絶
対
に
し
な
い
・
さ
せ
な
い 

   

「
自
転
車
の
安
全
利
用
の
推
進
」  

 
 

 

 
 

○
「
自
転
車
安
全
利
用
五
則
」
を
守
り
ま
し
ょ
う 

 
 
 
 
 

 

 

広
島
県
で
の
飲
酒
運
転
根
絶
に
向
け
た
取
組 

 
 

○
「
飲
酒
運
転
根
絶
宣
言
店
」
募
集 

 
 
 
 

広
島
県
で
は
酒
類
提
供
飲
食
店
を
対
象
に
ド
ラ
イ
バ
ー
へ 

 
 
 

酒
類
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
お
店
の
登
録
事
業
を 

 
 
 

行
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

○
「
飲
酒
運
転
の
な
い
広
島
県
を
め
ざ
し
て
！
」
リ
ー
フ
レ
ッ
ト 

 
 
 

作
成 

 
 
 
 

飲
酒
運
転
根
絶
を
訴
え
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
配 

 
 
 

布
し
て
い
ま
す
。
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド 

 
 
 

も
可
能
） 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   行 事 名     日時・場所 内    容 

広島県夏の交通安全
運動開始式 

 

   ７月11日(月) 

   午後４時 ～ 

   県庁正面駐車場       

交通対策協議会代表による交
通安全宣言ののち，交通安全
車両パレード出発式を行う。          

街頭キャンペーン 

   ７月11日(月) 

   午後４時30分 ～ 

   県庁西側歩道上他 

交通安全チラシ及び反射材等
の啓発品を配付。       

☆
実
施
期
間 

 

七
月
十
一
日
（
月
）
～ 

二
十
日
（
水
） 

 

  
 

 

交
通
ル
ー
ル
を
守
っ
て
、 

 

自
転
車
を
安
全
に
利
用
し
ま
し
ょ
う
！ 

自
転
車
は
車
両
で
す
。 

自
転
車
に
乗
る
時
は
、

自
転
車
安
全
利
用
五
則 

を
守
り
、
安
全
運
転
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。 

自
転
車
安
全
利
用
五
則 

 

自
転
車
は
車
道
が
原
則 

 

歩
道
は
例
外 

 

車
道
は
左
側
を
通
行 

 

歩
道
は
歩
行
者
優
先 

 

車
道
寄
り
を
徐
行 

１ ２ ３ 

 

安
全
ル
ー
ル
を
守
る 

４ 

 

子
供
は
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を 

 

着
用 

５ 
 ６歳未満の幼児の同乗 
中の事故で約４割が頭部 
損傷の怪我を負っていま 
す。 
 ヘルメット 
は事故の衝撃 
を吸収し， 
子供の頭部を 
守ります。 

・飲酒運転の禁止 
・夜間はライト点灯 
・交差点での信号遵守と 
 一時停止・安全確認 
・二人乗り，並進の禁止 等 

車道寄りを徐行 車道は左側を通行 


